
新潟都市計画用途地域（新潟市）を次のように変更する。
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※建築基準法の規定による「種類、位置及び区域は計画図表示のとおり」

端数処理のため、用途地域ごとの小計および合計値は市街化区域面積の合計値と一致しない
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新潟都市計画用途地域の変更（新潟市決定）
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　新潟都市計画区域において平成28年度から令和元年度にかけて実施された都市計画基礎調査の調査結果に基づく人口・産業などの見
通しと、市街地の発展動向を踏まえ、都市計画マスタープランなどの上位計画の実現に向けた計画的な市街地形成のため、区域区分の変更
を行うこととしている。そのため、市街化区域に編入する箇所については将来の土地利用にあった用途地域を指定するほか、市街化調整区
域に編入する箇所については、用途地域を無指定にするもの。
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